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３ 計画の位置づけ 

 

（１）法的根拠と他の計画との関係 

本計画は、「障害福祉支援計画」及び「障害児福祉支援計画」を一体として策定しています。 

「豊川市障害福祉支援計画」は、障害者総合支援法第 88 条第１項に規定された、成果目標や

障害福祉サービス等の必要な見込量等を表す「障害福祉計画」です。 

「豊川市障害児福祉支援計画」は、児童福祉法第 33 条の 20第１項に規定された、成果目標や

障害児福祉サービス等の必要な見込量等を表す「障害児福祉計画」です。 

なお、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律が令和２年６月 12 日

づけで公布され、市町村は、高齢、障害、子ども、生活困窮など制度別に設けられた各種支援を

一体的に実施する重層的支援体制整備事業への取組が求められていることから、本計画とも連携、

調和を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第４次豊川市地域福祉計画
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